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 令和６年余市町議会第１回定例会会議録（第３号） 

 

開 議  午前１０時００分 
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      〃     １１番 茅 根 英 昭 

      〃     １３番 ジャストミートあたる 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 白 川 栄美子 

      〃     １６番 寺 田   進 
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 〇出 席 者              
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  総務部長（兼）税務課長  髙 橋 伸 明 

  総 務 課 長  越 智 英 章 

  財 政 課 長  髙 田 幸 樹 

  民 生 部 長  篠 原 道 憲 

  福 祉 課 長  大 平 直 規 

  子育て・健康推進課長  新 木 徹 也 

  保 険 課 長  小 黒 雅 文 

  環 境 対 策 課 長  大 森 直 也 

  総 合 政 策 部 長  阿 部 弘 亨 

  政 策 推 進 課 長  橋 端 良 平 

  農 林 水 産 課 長  奈 良   論 

  商 工 観 光 課 長  原 田 孝 嗣 

  建 設 水 道 部 長  千 葉 雅 樹 

  建 設 課 長  成 田 文 明 

  まちづくり計画課長  北 島 貴 光 

  下 水 道 課 長  樋 口 正 人 

  水 道 課 長  紺 谷 友 之 

  会計管理者（併）会計課長  須 貝 達 哉 

  農業委員会事務局長  濱 川 龍 一 
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  教 育 部 長  浅 野 敏 昭 
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 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  羽 生 満 広 

  議 事 係 長  細 川 雄 哉 

  書         記  寒河江 美 桜 

 

 〇議 事 日 程             

      令和６年度町政執行方針      

      令和６年度教育行政執行方針    

  第 １ 議案第 １号 令和６年度余市町一 

      般会計予算            

  第 ２ 議案第 ２号 令和６年度余市町介 

      護保険特別会計予算        

  第 ３ 議案第 ３号 令和６年度余市町国 

      民健康保険特別会計予算      

  第 ４ 議案第 ４号 令和６年度余市町後 

      期高齢者医療特別会計予算     

  第 ５ 議案第 ５号 令和６年度余市町水 

      道事業会計予算          

  第 ６ 議案第 ６号 令和６年度余市町下 

      水道事業会計予算         

                              

開 議 午前１０時００分 

〇議長（藤野博三君） ただいまから令和６年余

市町議会第１回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は16名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程に従いまして、ただ

いまから令和６年度町政執行方針について齊藤町

長から説明されます。 

 齊藤町長の発言を許します。 

〇町長（齊藤啓輔君） 令和６年度町政執行の基

本方針について。 

 令和６年余市町議会第１回定例会において、町

政執行の基本方針と主要な諸施策並びに私の所信

を申し上げます。 

 町政の執行に当たりましては、議員各位をはじ

め町民の皆様より温かいご理解とご支援をいただ

き、心から感謝申し上げます。 

 世の中の情勢は、新型コロナウイルス感染症が

５類感染症に移行し原則的に行動制限が解除さ

れ、経済活動も活発となる一方で、自然現象を起

因とする問題が私たちの生活に影響を及ぼしてお

り、夏は連日の猛暑に見舞われ、日常生活にも支

障を来し、元日に発生した能登半島地震により多

くの方が被災し、避難所での生活を余儀なくされ

ております。また、余市町としても少子高齢化の

加速や公共施設の老朽化など多くの課題が山積し

ています。 

 このような困難を乗り越えるためにも、慣例に

とらわれない新たな視点を持って、現状を打破す

る施策を実施するとともに、余市町ならではの特

性を生かしたブランディングとマーケティング活

動により、ふるさと納税制度の規模拡大など、財

源確保に努めてきました。 

 令和６年度はこれらの財源を用いて、次代を担

う子供たちの健やかな育成を支援するため、前年

度より実施している18歳までの方の医療費無償化

事業に加え、新たに３歳未満の保育料や学校給食

費の無償化事業を行うことで、出産・子育て・教

育に関する施策の充実を図ります。また、食と文

化のリンクにより新たな地域資源を活用するガス

トロノミーツーリズム推進事業や、余市町の産業

や交通の新たな拠点整備を目指す道の駅再編整備

事業を実施し、観光振興と地域経済の発展につな

げます。 

 令和６年度の町政執行に当たっては、「次世代

の可能性を引き出す」、「資源を最大限活用し町

を持続・発展させる」、「激動する社会に対応す

る」を３つの指針として、職員と一丸となって町

民の負託に応え、第５次余市町総合計画のメイン

テーマである「未来に向けて住みやすい町をつく
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る」ことに全力を尽くしてまいりますので、各位

におかれましては特段のご理解を賜りたいと存じ

ます。 

 「未来に向けて住みやすい町をつくる」ために。 

 次世代の可能性を引き出す。 

 余市町は未来への投資として、人づくりを通じ、

子供や若者といった次世代の可能性を引き出すま

ちづくりを進めます。 

 資源を最大限活用し町を持続・発展させる。 

 余市町は選択と集中により、限られた資源を最

大限に活用したまちづくりを進めます。 

 激動する社会に対応する。 

 余市町はこれまでの概念にとらわれず、激動す

る社会に対応するまちづくりを進めます。 

 以上３つの指針を下に、１．暮らしの安全・安

心の方針、２．健康と福祉の方針、３．生活環境

の方針、４．産業の方針、５．学びの方針、６．

行政・財政運営の方針の６つの方針を施策の体系

とし、以下の諸施策を推進します。 

 令和６年度の施策の内容。 

 １．暮らしの安全・安心の方針。 

 防災に関する施策。地域防災マネジャーを中心

として、地域の防災力の向上を図るべく、北後志

構成４町村及び民間事業者などと連携し、防災広

域化に向けた取組を引き続き進めます。また、元

日に発生した令和６年能登半島地震や近年の異常

気象が各地に甚大な被害をもたらしていることを

踏まえ、災害は何どき、どこで発生してもおかし

くない状況にあることから、災害対策基本法等の

法令改正や国の防災基本計画などの見直しと整合

性を図りつつ、関係防災機関と密接な連携の下防

災対策を充実させていくとともに、引き続き避難

所における防災資機材の整備や地域の防災力向上

として区会に対する支援を進めます。 

 災害時における情報伝達手段の確保につきまし

ては、最新の技術の状況を踏まえつつ、効果的か

つ効率的な整備に向け、引き続き検討を行います。 

 災害による被害を最小限にとどめるためには、

日頃からの備えが大切であることから、区会や学

校などでの防災学習会などを通じ防災に関する自

助・共助意識の醸成と防災知識の普及啓発を行い

ます。 

 原子力防災につきましては、福島第一原子力発

電所事故の対応や原子力災害の特殊性を踏まえ、

国、北海道、関係市町村と連携し、引き続き必要

となる防災対策の整備を進めます。 

 交通安全に関する施策。「高齢者事故防止」、

「飲酒運転根絶」、「スピードダウン」、「シー

トベルト全席着用」、「自転車安全利用」、「居

眠り運転防止」、「昼間ライトの点灯」、「なが

ら運転の根絶」を重点目標とし、交通安全指導員

による交通指導をはじめ、町民への啓発などを積

極的に実施し、一人一人の交通安全意識を高める

とともに、関係機関と連携を図りながら、交通事

故防止に努めます。 

 ２．健康と福祉の方針。 

 子育て推進に関する施策。地域全体で子育てを

支え、ゆとり・安心・楽しい子育てを実現すべく、

子育てがしやすい環境の整備に努めます。 

 子育て支援対策につきましては、「第２期余市

町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、ニー

ズに応じた乳幼児期の教育・保育を推進し、子育

て支援拠点事業や放課後児童健全育成事業など、

子ども・子育て支援事業の充実を図ります。 

 また、次代を担う子の誕生を祝福し、健やかな

成長に資するため、第１子・第２子に５万円、第

３子以降に50万円を支給する子育て応援事業を継

続するとともに、保育所等利用者の利便性向上の

ため、ＩＣＴの活用を進め、経済的負担を軽減す

るため、３歳未満の保育料無償化を実施します。 

 母子保健対策につきましては、妊娠期から子育

て期にわたる切れ目のない支援として、伴走型相

談支援や産後ケア事業などと一体的に経済的支援

を実施し、さらに、希望する妊婦さんに胎児精密
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超音波検査費用を助成します。 

 また、不妊治療や不育症治療を受けている夫婦

に対し医療助成を実施します。 

 周産期医療においては、北後志地域６市町村の

連携の下、医療体制の充実に努めます。 

 児童虐待の発生予防や早期発見・早期対応がで

きるよう「余市町要保護児童対策地域協議会」構

成関係機関との連携を強化し、必要な対応を図る

とともに、子供が健やかに成長できる地域社会の

構築に努めます。 

 また、18歳までの方の医療費の無償化を継続し、

子供や若者の保健の向上と子育て環境の整備・充

実に努めます。 

 保健に関する施策。町民が心身ともに健康で生

き生きと暮らしていくために、若い世代から健康

に関心を持ち、食生活をはじめとする生活習慣の

改善や心のケアができるよう健康づくりの普及・

定着に努めます。 

 感染予防対策につきましては、新型コロナウイ

ルスやインフルエンザ、９価子宮頸がんなどへの

ワクチン接種に係る費用を助成するとともに、町

独自での男性へのＨＰＶワクチン接種費用助成を

継続します。 

 女性特有の乳がん検診や子宮頸がん検診につき

ましては、一定年齢の方々を対象とする検診料無

料化を引き続き実施します。 

 「余市町健康づくり計画」、「いのち支える余

市町自殺対策行動計画」に基づき、関係団体や協

定企業等と連携し、心身の健康に関する正しい知

識の普及や各種健診事業に取り組み、健康維持・

増進に努めます。 

 地域福祉に関する施策。福祉・保険に関するワ

ンストップ窓口の特性を生かした町民サービスの

向上に努めます。 

 単身高齢者や認知症高齢者への支援につきまし

ては、「余市町高齢者保健福祉計画・余市町介護

保険事業計画」に基づき、地域の包括的な支援・

サービスを提供する地域包括ケアシステムの充実

に努めます。 

 高齢者がこれまで培ってきた豊かな経験や知識

は地域や次世代に受け継いでいく財産であり、高

齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する

能力に応じて自立した日常生活を営み、安心して

暮らすことができるよう、ボランティア等の地域

資源を有効かつ効果的に活用するとともに、中核

を担う社会福祉協議会と連携を図り、地域福祉の

推進に努めます。 

 要支援者につきましては、民生委員の協力の下

継続した情報更新を行うとともに、関係機関と連

携を図りながら、地域ぐるみできめ細やかな見守

り活動や緊急時の速やかな支援体制の構築に努め

ます。 

 また、権利の擁護や社会問題となっている虐待

の防止についても、関係機関と連携を図り、速や

かな対応に努めます。 

 障害者福祉に関する施策。障害のある人もない

人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく

豊かに暮らしていける社会を目指す「ノーマライ

ゼーション」の理念の下、「余市町障がい者計画

・障がい福祉計画及び余市町障がい児福祉計画」

に基づき、住み慣れた地域の中で誰もが自分らし

く生活を送ることができるよう、障害福祉施策の

実現を目指すとともに、発達の遅れや障害のある

子供に対するサービス提供体制の充実と、北後志

母子通園センターを中核とする児童発達支援セン

ター機能の拡充に努めます。 

 介護保険に関する施策。介護を必要とする方や

その家族が安心して暮らすことができるよう、自

立生活の支援を基本とした効果的・効率的な介護

サービスの提供や財源の安定確保を図るなど介護

保険事業の円滑な運営に努めます。 

 地域支援事業につきましては、地域包括支援セ

ンターや在宅介護支援センターと連携し包括的支

援事業を実施することで、地域における支え合い
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体制の構築に努めながら、介護支援ボランティア

ポイント事業をはじめ、地域まるごと元気アップ

プログラムやふまねっと教室等の介護予防教室の

充実など総合的な介護予防施策を実施するととも

に、国の「認知症施策推進大綱」や「共生社会の

実現を推進するための認知症基本法」に基づき、

認知症の方や介護する家族の方などを地域で支え

るための各種施策を推進します。 

 国民健康保険に関する施策。事務事業の効率化

など都道府県単位化によるスケールメリットを生

かしながら、医療費の適正化や各種財源の確保な

ど適切な事業・財政運営に努め、被保険者の健康

の保持・増進を図るとともに、保険料（税）水準

の全道統一化による被保険者間の負担の公平化に

向けた取組を進めます。 

 後期高齢者医療保険に関する施策。高齢者が安

心して必要な医療を受けられるよう、運営主体で

ある北海道後期高齢者医療広域連合と連携を図り

ながら、制度の円滑な運用と適正な執行に努めま

す。 

 ３．生活環境の方針。 

 環境に関する施策。余市川流域及び町内河川の

水質調査や悪臭、騒音などの各種調査・測定を引

き続き実施し、地域の環境保全に努めるとともに、

地球温暖化対策として省エネ機器の導入など、温

室効果ガスの削減に向けた取組を進めます。 

 町営斎場につきましては、早期供用開始に向け

た取組を継続します。 

 一般廃棄物処理に関する施策。町民の協力の下、

ごみ減量化の推進と資源化率の向上に努めるとと

もに、ごみの搬出が困難な高齢者等に対する支援

として、安否確認にもつながるふれあい収集を継

続します。 

 廃棄物処理施設について、適切な管理運営を実

施するとともに、安定した廃棄物処理を確保する

ための整備を進めます。 

 公共下水道が整備されていない地域につきまし

ては、合併処理浄化槽設置に対する助成を引き続

き実施します。 

 道路に関する施策。「余市町橋梁長寿命化修繕

計画」に基づく補修事業や道路ストック総点検調

査事業による補修工事を実施するとともに、計画

的な舗装と側溝の整備を進め安全・安心で円滑な

通行の確保に努めます。 

 冬期間の道路維持につきましては、地域の方々

の理解と協力をいただきながら、「余市町冬を快

適にすごす条例」の趣旨に沿った効果的な除排雪

に努めるとともに、除排雪車両機械の計画的な更

新を図り、即応体制の確立と機動力の向上に努め

ます。流融雪溝につきましては、関係機関・団体

との連携により万全な維持管理に努めます。 

 また、後志自動車道小樽ジャンクションのフル

化の早期完成や町道黒川町中通り２号線などの整

備促進を要望するとともに、国道５号倶知安余市

道路の開通を見据えた市街地道路網の整備につい

て広く関係機関と協議、検討を進めます。 

 河川に関する施策。余市川につきましては、河

川の環境保全を、ヌッチ川やフゴッペ川などの治

水対策につきましては、自然環境に配慮した事業

の計画的推進を、さらに、登川などにつきまして

は、河川の堆積土砂のしゅんせつなどの予防保全

型維持管理により、浸水被害の防止対策を引き続

き関係機関に要望します。 

 町管理河川につきましては、河川愛護組合をは

じめ、地域の方々の協力をいただきながら、治水

対策や維持管理に努めます。 

 港湾・海岸保全に関する施策。余市港につきま

しては、関係団体及び港湾利用者と協議しながら、

安全で安心な施設整備を図るとともに、施設の維

持保全に努めます。 

 海岸保全につきましては、適切な施設の維持管

理に努めます。 

 公園事業に関する施策。町民が安心して利用で

きるよう、老朽化が進んでいる公園施設の更新、
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維持管理、安全対策、環境整備に努め、地域の方

々の触れ合いの場、憩いの場として、公園利用者

の安全・安心の確保に努めます。 

 公営住宅に関する施策。公営住宅の入居者が安

全・安心な生活ができるよう、計画的に黒川団地

外壁改修工事、共栄団地屋根・外壁改修工事等を

実施し、快適な住環境の整備に向けた取組を進め

るとともに、「余市町公営住宅等長寿命化計画」

の見直しを行い、適切な維持管理に努めます。 

 住宅に関する施策。本町への移住・定住を目的

とした住宅取得等支援補助金制度を継続し、宅地

取引の拡大と住宅建設の増加による町内経済の活

性化や町内定住化に努めます。 

 また、空家住宅除却費補助制度を継続し、良好

な住環境の形成に努めます。 

 まほろばの郷地区につきましては、土地区画整

理事業により整備された区域内における宅地の販

売促進に向けた支援に努めるとともに、良好な市

街地形成の先導的な役割を果たすエリアとして、

既存ストックを生かした居住誘導を進めます。 

 都市計画に関する施策。将来に向けて住みよい

まちづくりを進めるため、都市計画マスタープラ

ン、立地適正化計画に基づき、今後の人口減少、

少子高齢化、公共交通ネットワークとの連携等を

踏まえコンパクト・プラス・ネットワークのまち

づくりに努めます。 

 地域公共交通の活性化と再生に関する施策。「余

市町地域公共交通計画」に基づき、郊外部におけ

るデマンド交通の実証運行など各種調査業務等を

実施し、町民ニーズをはじめとした公共交通に関

する現状と課題の把握に努めながら、効果的・効

率的かつ持続可能な地域公共交通の在り方につい

て検討を進めます。また、北海道新幹線の札幌延

伸に伴う並行在来線のバス転換に備え、交通結節

点としてのＪＲ余市的周辺の在り方について検討

を進めます。 

 水道事業に関する施策。水道は町民の日常生活

を維持し、経済活動を支える必要不可欠なライフ

ラインであり、安全・安心な水を将来にわたり安

定供給していくために、老朽化する施設の計画的

な更新や耐震化に取り組み、強靱性を高めます。 

 水道事業の経営環境につきましては、人口減少

や節水機器の普及等による水需要の減少傾向や、

物価の高騰に伴う各種費用の増加など厳しさを増

していますが、「余市町新水道ビジョン」に基づ

き、安定的なサービス提供と持続可能な事業経営

に努めます。 

 下水道事業に関する施策。町民の快適で衛生的

な生活の確保と、河川・海域等の公共用水域の水

質保全を目的に、下水道施設の適正な維持管理に

努め、老朽化した機械設備の更新のほか、近隣町

村のし尿等を下水処理場で処理するための施設の

建設事業を進めます。 

 また、本年度からの公営企業会計移行に伴い、

将来にわたり安定的な下水道事業運営を図るた

め、新たに経営戦略を作成します。 

 再生可能エネルギーの利用の推進に関する施

策。公共施設の再編検討に際し、本町の再生可能

エネルギーを最大限活用するため、町内の民間施

設を含めた再エネ導入推進エリアの検討と再エネ

導入施設の検討を進めます。 

 また、新たな道の駅の再編整備に関し、再生可

能エネルギー設備の導入検証を進めます。 

 ４．産業の方針。 

 労働に関する施策。時間外労働の上限規制など

雇用環境の変化を注視し、労働者に対する各種支

援制度の周知を図るとともに、労働環境の改善、

雇用の場の確保等に係る中小企業等の取組に対

し、関係機関と連携を図りながら支援に努めます。 

また、通年雇用促進支援事業を推進し、季節労

働者の通年雇用化の促進を図ります。 

 農業に関する施策。強い農業・持続可能な農業

を目指し、余市町農業振興協議会をはじめとする

関係会議における協議を重ねながら、各種施策の
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展開による農業の振興を図ります。 

 安全・安心な農産物の生産に関する取組につき

ましては、環境との調和による自然循環機能を維

持・増進を図り、農業・農村の有する多面的機能

の維持・発揮を図るため、地域の共同活動への支

援を図ります。 

 優良農地の確保と保全につきましては、農地保

有合理化事業などを活用し、効率的な農用地の利

用促進に努めます。 

 果樹につきましては、本町の果樹栽培の歴史を

築いてきたリンゴ栽培の振興に努めるとともに、

優良品種への改植や圃場整備への支援を図りま

す。また、省力化栽培による生産の効率化に向け

た取組を進めます。 

 野菜につきましては、ハウス栽培による高品質

で収益性の高い農作物の安定生産を図るため、栽

培施設の資材導入を行うなど、栽培技術の確立に

努めます。 

 新規就農者の相談及び支援につきましては、関

係機関で組織する新規就農活動支援センターによ

る取組を進めるとともに、新規就農者育成総合対

策事業などを活用し、新規就農者の就農支援に努

めます。 

 農村活性化センター・市民農園・園芸試験場に

つきましては、施設の有効活用と適切な維持管理

に努めます。 

 有害鳥獣対策につきましては、北海道猟友会余

市支部との連携を図り、「余市町鳥獣被害防止計

画」に基づき、捕獲・駆除を実施します。特定外

来生物に指定されているアライグマの駆除につい

ても引き続き実施するとともに、近年、ヒグマ・

エゾシカの被害が拡大する中、さらなる有効対策

の実施を国及び北海道に対して強く要請します。 

 また、耕作地への有害鳥獣侵入を防止するため

の電気柵の設置及びアライグマの駆除を目的とし

た箱わなの購入など、生産者自らが行う自己防衛

対策を支援します。 

 林業に関する施策。国からの森林環境譲与税の

有効活用を図るとともに、「余市町森林整備計画」

に基づき森林の持つ多面的な機能が十分に発揮さ

れるよう、適切な森林施業の推進と管理に努め、

民有林においては森林所有者の意向調査の実施に

より、森林整備地域活動支援事業や豊かな森づく

り推進事業の活用に向けた取組を実施します。 

 また、町有林においては、豊丘水源涵養保安林

などの保全と機能の回復を図るため、間伐などの

保育事業や野そ駆除事業を計画的に実施し、継続

的な町有林の適正管理・森林機能の維持保全に努

めます。 

 漁業に関する施策。浅海増殖事業、淡水増殖事

業の支援、将来的な養殖事業の定着化に向けて二

枚貝養殖試験の支援により、水産業の収益性向上

と、育てる漁業による資源の確保を図るとともに、

担い手確保や販売戦略の強化に努めます。 

 温暖化による漁場環境が変化する中で、北海道

や中央水産試験場をはじめとした関係機関との連

携を密にし、迅速な情報共有に努めます。 

 トド被害防止対策につきましては、「余市町鳥

獣被害防止計画」に基づき、余市郡漁業協同組合

が実施する被害防止対策への継続的な支援に努め

ます。 

 余市フィッシャリーナにつきましては、関係機

関と連携し海難事故の防止に努めるとともに、漁

業者との十分な調整を図り、利用者へ安全な海洋

レクリエーションの提供に努めます。 

 水産加工業に関する施策。消費拡大とブランド

力向上を目指すとともに、多様化する消費者ニー

ズの把握に努め、関係機関・団体などと情報の共

有を図り、商品開発の推進を支援します。 

 ６次産業化に関する施策。地元農水産物を生か

した加工・販売・流通の一体的つながりによる産

業振興を目指し、関係団体と連携した取組を進め

ます。 

 また、醸造用ブドウにつきましては世界的に市
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場評価の高い品種への改植や醸造環境の体制強化

支援に努め、国内トップクラスのワインブドウ産

地としての優位性を生かし、余市町産食材とワイ

ンとのマリアージュによりさらなるブランディン

グ力の向上を図ります。 

 さらに「美酒・美食の町」の魅力を強力に発信

するべく、町内に存在する食資源とその背景にあ

る文化や自然環境等を一体に体験できる環境整備

に取り組み、余市町のガストロノミーツーリズム

を産学官連携で推進します。 

 商工業に関する施策。余市商工会議所及び中小

企業相談所と連携し、余市町中小企業振興条例に

基づく制度融資や設備投資等に対する各種助成措

置、税制優遇制度の利用促進などにより中小企業

者等の事業継続、経営基盤の安定化を支援します。 

 また、空き店舗を活用した起業支援など、余市

商工会議所や余市町商店街連合会との連携による

商店街の活性化に向けた取組を進めます。 

 観光に関する施策。観光振興計画に基づき、本

町の恵まれた自然や食、歴史文化などの多彩な観

光資源を活用し、道内外客やインバウンドをはじ

めとする交流人口の増加と滞在型観光の拡大とガ

ストロノミーツーリズムを推進し、年間を通じて

魅力ある持続可能な観光地づくりに努めます。 

 また、一般社団法人余市観光協会と連携し、観

光客誘致と観光事業者への支援、事業活性化に向

けた取組を進めます。 

 後志自動車道の開通効果は今後も様々に期待さ

れるところであり、後志のゲートウエーとして、

圏域の市町村等との連携強化を図りながら、交流

人口の増大と観光消費拡大に努めます。 

 道の駅につきましては、民間事業者との事業化

に向けた詳細協議を取りまとめ、広域観光や産業

振興の拠点となる魅力的な道の駅の整備に取り組

みます。 

 観光物産センターにつきましては、指定管理者

と連携し、地場産品のＰＲや観光情報の効果的な

発信に取り組むとともに、利用しやすい環境づく

りに努めます。 

 農道離着陸場につきましては、さらなる有効活

用について検討を進めるとともに、適切な管理運

営に努めます。 

 地方創生に関する施策。人口減少による地域経

済の縮小や地域社会の存続が危ぶまれる中、人口

減少を可能な限り抑制すべく、「余市町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に基づき、「よいち地

域まるごとマリアージュ推進プロジェクト」や「ガ

ストロノミーツーリズムプロジェクト」を中心と

する地方創生プロジェクトを推進し、本町の強み

を生かした産業振興や人の流れの創出に努めま

す。 

 ５．学びの方針。 

 学校教育に関する施策。本町の未来を担う人材

を育てる取組は重要な政策であり、情報技術やグ

ローバル化の進展など社会環境が大きな変革期を

迎える中、子供たちが社会で生きる知識や技能を

しっかりと身につけるとともに、個性や能力を伸

ばし、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む

ことができるよう教育課程に基づいた組織的・継

続的な教育活動を推進します。 

 子供たちが安全・安心に学ぶことができる教育

環境の充実を図るとともに、適切な学校施設の維

持管理に努め、保護者負担軽減のため学校給食費

の無償化を実施します。また、「余市町立学校適

正規模・適正配置基本計画」に基づき、再編整備

に向けた取組を継続して進めます。 

 各高等学校が実施する取組に対する協働体制の

構築や私学助成の取組を推進するなど、時代や地

域のニーズに対応した魅力ある学校づくりのため

の支援に努めます。 

 社会教育に関する施策。町民が心豊かに健康な

生活を送ることができる学びの場の提供を図り、

新たな発想や社会の変化に対応できる学習機会の

確保に努めます。 
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 図書館につきましては、学校図書館やボランテ

ィアとの連携を図りながら読み聞かせなどの読書

普及活動を推進していくとともに、電子書籍の充

実を図り、利用者サービスの拡充に努めます。 

 余市宇宙記念館につきましては、毛利衛名誉館

長の協力を得ながら、宇宙開発や天文、地球環境

などの学習の場として、館内展示の改善や各種教

室の開催等、創意工夫の上、特色ある運営に努め

ます。 

 芸術、文化、スポーツ活動に関する施策。文化

財につきましては、地域の郷土資料の活用や後世

への継承のために、文化財施設の適切な保存と管

理を図りながら、出前講座などを積極的に行い、

学びを体験する場として、文化財施設の展示内容

の充実を図り郷土の歴史に関する教育の充実に努

めます。 

 スポーツの振興につきましては、競技スポーツ

の振興はもとより、町民全ての世代がスポーツに

親しむ環境づくりを進めるとともに、スポーツ関

係団体との連携により、町民の体力向上と健康の

維持・増進が効果的に図られるよう努めます。 

６．行政・財政運営の方針。 

 町民と行政の連携に関する施策。各種審議会等

への町民参加、アンケート調査やパブリックコメ

ント等による町民意見の募集、区会学習会等の町

民活動への支援を進めるとともに、町職員が地域

と行政とのパイプ役となる地域連絡員制度を積極

的に活用し、町民と行政が連携して歩むまちづく

りを進めます。 

 外部の組織・人材との連携に関する施策。他の

行政機関との広域行政の推進、大学などの教育機

関や民間企業といった組織との協定の締結、高度

な知識を有する人材の招致など、外部との協力体

制の構築や民間提案制度の活用により、本町が抱

える課題の解決や新たな価値の共創を推進しま

す。また、国の支援制度の活用等により、本町を

応援してくれる企業や個人の受入れ態勢を構築し

ます。 

 情報の共有に関する施策。広報よいちの紙面と

ホームページの充実を図るとともに、町ＬＩＮＥ

公式アカウントを活用し、幅広い情報発信に努め

ます。 

 また、町政への意見・要望の募集やホームペー

ジ内のお問合せメール等により町民の声を広く聴

取するとともに、区会を通じた懇談会や各種説明

会において意見交換を図りながら、情報公開の推

進と情報の共有に努めます。 

 地域間交流に関する施策。国内外の交流都市と

歴史的つながりや地域間の交流事業を浸透させる

ための取組を通じて相互理解と親善を深めなが

ら、文化、教育、経済など幅広い分野にわたる交

流を進めます。 

 行財政に関する施策。本町の財政状況は、地方

交付税や国庫支出金など依存財源による歳入の割

合が高く、経常収支比率も高率で推移している状

況から、限られた財源を効果的・効率的に歳出に

配分するとともに、国等の各種補助制度を積極的

に活用して新たな歳入の確保に取り組み、持続可

能な財政基盤の確立に努めます。 

 町税につきましては、適正な申告指導や課税客

体の把握による公平・公正な課税を推進するとと

もに、キャッシュレス納付等の納税環境の拡充や

電子申告・申請の対象拡大による利便性の向上に

努めます。 

 また、税負担の公平性を確保するため、適正な

滞納整理を実施するとともに、税外収入につきま

しても、コンビニ納付等の円滑な運用を進めるな

ど、収納率の向上に努めます。 

 財政状況の公表につきましては、ホームページ

等を活用し、分かりやすい情報の提供に努めます。 

 ふるさと応援寄附に関する施策。本制度は有効

な財源確保手段であると同時に、町内事業者にと

って重要な販路の一つであり、町内経済の活性化

に大きく寄与するものであると認識しており、本
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町のまちづくりを応援してくださる方々に、より

興味と親近感を持っていただけるよう、本町なら

ではの特産品や体験プログラムなど返礼品の充実

に努めます。 

 行政改革に関する施策。将来の人口減少を見据

えた中で、高度化・多様化するニーズに的確に対

応し、スピード感のある町政を実現するため、「余

市町自治体ＤＸに関する全体方針」に基づき、行

政手続のオンライン化をはじめとした自治体ＤＸ

の取組を進め、町民サービスの向上と行政事務の

改革を推進します。 

 公共施設の総合的な管理・運営に関する施策。

老朽化する公共施設全ての維持・更新は困難であ

ることから、適正な公共サービスの提供、施設の

維持管理コストの縮減を念頭に、人口減少等将来

を見据えた中で、財政負担の推進、民間ノウハウ

の活用、他自治体の先進事例調査など管理運営方

針の検討を進めながら、公共施設の計画的な再編

と有効活用に努めます。 

 職員の資質向上に関する施策。職員は、自治体

職員であることを常に自覚し、町民の視点に立ち、

公正な立場で誠実に職務を遂行するとともに、不

祥事の未然防止、コンプライアンスに対する意識

向上や自己研さんを図るため、各種研修機会の充

実、自己申告制度、人事交流、人事評価制度など

による職員の意識改革に積極的に取り組み、組織

の活性化と職員の資質向上に努めます。 

 結び。以上、令和６年度における町政執行の基

本的な考えとその政策の概要を申し上げました。 

 将来をしっかりと見据え、その可能性を引き出

し、「未来に向けて住みやすい町をつくる」ため

に、職員と一丸となって町政運営に取り組んでま

いります。 

 議会議員各位並びに町民皆様の特段のご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 町長の町政執行方針の説

明が終わりました。 

                              

〇議長（藤野博三君） 続きまして、令和６年度

教育行政執行方針について前坂教育長から説明さ

れます。 

 前坂教育長の発言を許します。 

〇教育長（前坂伸也君） 令和６年度教育行政執

行方針。 

Ⅰ、初めに。 

 令和６年第１回定例会の開会に当たり、余市町

教育委員会所管行政の執行に関する主要な方針を

申し上げます。 

 今日、人口減少や少子高齢化の進行、情報技術

やグローバル化の進展など社会環境が大きな変革

期を迎える中、地域の発展を支える人材を育成す

ることが教育の重要な役割です。 

 教育の根幹は、「人づくり」であり、新しい時

代を切り開く基盤です。一人一人が互いに尊重・

協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、心豊

かに人生を送り、地域社会の一員として持続可能

な社会の作り手となることができるよう、必要な

資質・能力を育む教育行政を推進します。 

 Ⅱ、基本方針。 

 学校教育では、子供たちが社会で生きる知識や

技能をしっかりと身につけるとともに、個性や能

力を伸ばし、社会や世界に向き合うことができる

よう教育課程に基づいた組織的・継続的な教育活

動を推進します。 

 また、学校・家庭・地域が連携・協働し、様々

な課題の解決に当たり、子供たちを社会全体で支

え、確かな成長をもたらす教育環境づくりを進め

ます。 

 社会教育では、「第７次社会教育中期計画」に

基づいた、施設の維持管理及び計画的な運営に努

め、時代に即した情報提供による学習環境の整備

を図るとともに、多様化、高度化するニーズに対

応するとともに、健康で心豊かな生きがいのある

人生を送るための町民相互のつながりを重視した
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学習機会の提供に努めます。 

 以下、余市町教育委員会として、７つの重点目

標を掲げ、教育行政の充実と発展に取り組みます。 

 Ⅲ、重点目標。 

 １．生きる力、学ぶ意欲を育む学習指導の充実。 

 社会が大きく変化する中で、子供たちが自立し、

たくましく生きていくためには、基礎的・基本的

な知識や技能を習得し、それらを活用して課題を

解決する力を育むことが重要です。 

 児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、主

体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

や検証を行い、デジタル教材による学力向上の取

組を進めます。 

 また、学校と家庭が互いに連携し、望ましい生

活習慣と学習習慣の定着に向けた取組を進めま

す。 

 学校生活や学習において「困り感を抱える児童

生徒」や「通常の学級に在籍する特別な教育的支

援を必要とする児童生徒」に対しては、学習支援

員等の配置を継続し、きめ細やかな指導や支援の

充実に努めます。 

 これまでの学習指導とＩＣＴ機器を活用するこ

とで、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を

実現し、さらには児童生徒の思考力・判断力・表

現力等の育成に努めます。 

 外国語教育につきましては、引き続き、外国語

指導助手を各小中学校に配置し、「生きた英語」

に接することによる、児童生徒のコミュニケーシ

ョン能力の育成と国際理解教育の向上に努めま

す。 

 特別支援教育につきましては、各学校の特別支

援教育コーディネーターを中心に関係機関と連携

を図り、児童生徒の教育環境の整備と教育的ニー

ズに応じた適切な指導や支援に努めます。 

 学校運営協議会や学校評価制度の活用を図り、

学校だよりなどによる保護者や地域住民への情報

提供を行い、地域に根差した教育活動の充実と小

中学校の連携強化に努めます。 

 学校における働き方改革を推進し、教職員が児

童生徒一人一人に向き合う時間や自らの学びを深

めるための時間を確保し、質の高い学びと持続可

能な教育環境の実現に努めます。 

 ２．思いやりと自ら律する心を大切にする生徒

指導の充実。 

 本町の未来を担う子供たちにとって、心身とも

に健やかで豊かな生活を送り、望ましい生活習慣

や社会性を身につけることが必要です。 

 また、主体的・対話的で深い学びを通じて、共

に支え合う思いやりの心や、倫理観と規範意識を

持ち、自分の生き方を考える力を育成することが

重要です。 

 生徒指導につきましては、児童生徒との信頼関

係を構築し、子供たちが自信や誇りを持ち、自ら

考え行動する力の育成に努めます。 

 不登校の問題につきましては、早期にその実態

や要因を的確に捉え、児童生徒が抱える問題の解

決のため、スクールカウンセラーを継続して配置

し、相談体制の充実と関係機関と連携した支援に

努めます。 

 また、不登校児童生徒の教育に対応するため、

引き続き、適応指導教室を開設し、学校復帰に向

けた支援を行います。 

 いじめの問題につきましては、余市町子どもの

いじめ防止条例に基づき、子供たちが安心して生

活し、学ぶことができる温かい学校づくりに努め

ます。 

 また、いじめを絶対に許さない環境づくりを学

校運営の根幹に位置づけ、積極的な認知による「い

じめ見逃しゼロ」と、「ＳＯＳの出し方に関する

教育」を推進し、保護者と連携を強化し、いじめ

の早期発見と早期解決に努めます。 

 体罰や不適切な指導の問題につきましては、体

罰と受け取られかねない指導が行われないよう、

体罰に関する正しい認識と未然防止、組織的対応
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の徹底に努めます。 

 ３．生命を尊ぶ心を大切にする健康・安全教育

と教育環境の整備充実。 

 子供たちが心身ともに健やかに成長し、生命の

尊さを自覚しながら、思いやりの心を培い、健康

で安全な生活を送るための資質を育むことが重要

です。 

 非行防止や犯罪被害未然防止のため、「防犯教

室や防犯訓練の実施による安全教育」、「性や喫

煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導」、「ＳＮ

Ｓ等の利用に関する情報モラル教育」の充実を図

るとともに、保護者や地域住民への情報提供を行

い、学校・家庭・地域の連携強化に努めます。 

 交通安全につきましては、安全マップを活用し

た意識啓発や交通ルール等の指導を徹底し、関係

機関と緊密な連携を図り、通学路における児童生

徒の安全確保に努めます。 

 学校施設につきましては、児童生徒が安全・安

心に学ぶことができる教育環境の充実を図り、引

き続き適切な維持管理に努めるとともに、「余市

町立学校適正規模・適正配置基本計画」に基づき、

再編整備に向けた取組を継続して進めます。 

 学校保健につきましては、児童生徒の健康診断

を引き続き実施するとともに、フッ化物洗口事業

により児童の歯の健康づくりに努めます。 

 学校給食につきましては、保護者負担軽減のた

め学校給食費の無償化事業を実施するとともに、

給食調理室の衛生管理を徹底し、安全・安心な給

食の提供に努めます。 

 また、給食の食材に地場産品を活用し、子供た

ちが食の重要性に関する理解を深め、食育を通し

て望ましい食習慣を養うための指導に努めます。 

 学校図書室につきましては、電子図書館の活用

や余市町図書館との連携により、学校の要望に沿

った図書の貸出しや出前図書館の活用と併せ、学

校図書の充実を図ります。 

 教材教具につきましては、教育課程において必

要となる教材備品の計画的な整備に努めます。 

 教育支援の一環として、教育に係る経済的支援

を継続し、均等な教育機会の確保に努めます。 

 ４．地域貢献に向けた学習機会の提供。 

 生涯学習社会の実現には、アフターコロナ時代

に対応した町民への様々な学習機会の提供によ

り、知識・技能を習得することで、その成果を地

域活動や社会貢献に活用し、生きがいを持って明

るく豊かな生活を送ることが重要です。 

 成人教育につきましては、まちづくりは人づく

りの観点から、地域貢献・社会参加を促す機会と

学習機会の提供により、様々な分野において活躍

できる人材の育成につながるよう努めます。 

 高齢者教育につきましては、健康で生きがいの

ある生活を実現するために、高齢者のニーズに応

じた学習機会の提供により、学習により得た知識

と経験を生かせる環境づくりに努めます。 

 ５．青少年の健全な育成に向けた環境づくり。 

 青少年の健全な心身と心豊かな人間性の育成の

ため、学校運営協議会と協力し、学校・家庭・地

域社会が協働により、創造性や協調性を育むこと

のできる環境整備が重要です。 

 障害のある子供たちには、児童生徒と関係団体

との交流機会の場を設け、地域への情報提供に努

めます。 

 放課後の多様な体験活動と学習機会の提供のた

め、子供たちに安全・安心な活動拠点を確保し、

地域との協力体制を図るとともに、ボランティア

の確保及び育成と活動推進に努めます。 

 家庭教育につきましては、ブックスタート事業

や子育て体験事業を通して、家庭教育力の向上と

子供との触れ合いの大切さを感じる機会を提供す

るとともに、家庭、地域、関係機関が連携し、子

育て意識の高揚に努めます。 

 ６．芸術文化活動の振興と文化財の保存と活用。 

 芸術文化活動の振興につきましては、鑑賞機会

の提供と活動を奨励し、活動の裾野を広げていく
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ことが重要です。 

中央公民館につきましては、芸術、文化の振興

のため、社会教育関係団体との連携・協力の下、

発表・鑑賞・創作機会の充実を図り、サークル等

の育成に努めます。 

 図書館につきましては、「第２次余市町子ども

の読書活動推進計画」に基づき、学校図書館や関

係機関、ボランティアとの連携を図るとともに、

読書環境の整備に努めます。 

 また、電子図書館につきましても、利用者の拡

充と利用促進を図り、学校図書室と連携するとと

もに、地域の情報拠点として魅力ある電子書籍の

充実に努めます。 

 歴史や伝統文化につきましては、郷土資料の収

集と文化財施設の適切な保存活用と維持管理を行

うとともに、小中学校でのふるさと教育や生涯学

習等での文化財資料の有効活用に努めます。 

 ７．体力向上と健康増進のためのスポーツ活動

の振興。 

 健康で充実した生活を送るためには、心身の健

康維持・増進と体力向上に資するスポーツの普及

を図るとともに、各世代に応じたスポーツ活動・

健康づくりの推進に努めます。 

 スポーツ少年団や体育連盟等の関係団体と連携

し、地域部活動など各世代のスポーツ環境の整備

に取り組み、幅広い世代の体力の維持向上に努め

ます。 

 健康で豊かなセカンドライフを築くため、関係

団体や指定管理者と連携し、スポーツ活動の機会

提供による健康づくりの推進に努めます。 

 Ⅳ、結び。 

 以上、令和６年度の教育行政の執行に関する主

要な方針を申し上げました。 

 余市町教育委員会は、本町の未来を担う子供た

ちの確かな学力、豊かな心、健やかな体を育むと

ともに、町民一人一人が生きがいを感じながら学

び続け、心豊かな人生を送ることができる生涯学

習の町を目指し、教育行政の発展に全力で取り組

みます。 

 議会議員各位並びに町民皆様のご理解とご協力

を心からお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 教育長の教育行政執行方

針の説明が終わりました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４９分 

                              

再開 午前１１時０５分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（藤野博三君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第１、議案第１号 令和６年度余市町一般会計予

算、日程第２、議案第２号 令和６年度余市町介

護保険特別会計予算、日程第３、議案第３号 令

和６年度余市町国民健康保険特別会計予算、日程

第４、議案第４号 令和６年度余市町後期高齢者

医療特別会計予算、日程第５、議案第５号 令和

６年度余市町水道事業会計予算、日程第６、議案

第６号 令和６年度余市町下水道事業会計予算の

以上６件を一括議題とすることにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第１ないし日程第６を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務部長（髙橋伸明君） ただいま一括上程さ

れました令和６年度余市町各会計予算につきまし

て、初めに議案第１号 令和６年度余市町一般会

計予算についてご説明申し上げます。 

 最初に、議案を朗読します。 

 議案第１号 令和６年度余市町一般会計予算。 

 令和６年度余市町の一般会計の予算は、次に定
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めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ105億円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法第214条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

 第３条 地方自治法第230条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３

表地方債」による。 

 （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、10億円と

定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の

規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済

費に係る予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 令和６年３月８日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 

 初めに、予算編成の指針となります令和６年度

における国の地方財政対策の概要につきましてご

説明申し上げます。通常収支分につきましては、

社会保障関係経費や人件費の増加が見込まれる

中、子供、子育て政策の強化など様々な行政課題

に対応するために必要な経費を計上しつつ、賃金

上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩

和するために令和６年度分の所得税及び個人住民

税の減税を実施することとされ、これに伴う地方

財政の減収分についても地方財政対策において補

填等の措置が示されるとともに、経済財政運営と

改革の基本方針に基づき地方の安定的な財政運営

に必要となる地方交付税等の一般財源総額につい

て令和５年度地方財政計画の水準を下回らないよ

う実質的に同水準の額が確保されたところでござ

います。地方交付税については、地域デジタル社

会推進費の継続、物価高に伴う公共施設の委託料

や人件費の高騰への対応のほか、子供、子育て政

策の強化に伴い一般財源総額が伸びる中、総額で

前年度比1.7％、3,060億円増の18兆6,671億円とな

ったところでございます。地方全体の財源不足額

は前年度より1,768億円縮小し、１兆8,132億円と

なったものでございます。なお、不足する財源に

つきましては、これまでと同様に建設地方債の増

発等によって補填措置を講じ、なお財源不足が生

じる場合には国と地方が折半で対応することとし

ておりますが、令和６年度については前年度同様

折半対象財源不足は生じてございません。また、

臨時財政対策債の発行額は前年度比54.3％、

5,402億円減の4,544億円となったところでござい

ます。 

 次に、本町の令和６年度の予算編成結果及びそ

の概要につきましてご説明申し上げます。令和６

年度の余市町の一般会計の予算規模は105億円で

あり、令和５年度と比較して７億円、率にして

7.1％の増となっております。その要因といたしま

しては、放課後児童クラブ環境整備事業、一般廃

棄物最終処分場施設整備事業、ガストロノミーツ

ーリズム推進事業、道の駅再編整備事業、町道の

り面対策事業、ロータリー除雪車購入事業、除雪

作業車等保管倉庫建設事業、下水道事業会計負担

金、さらには学校給食費保護者負担軽減助成金の

増などによるものでございます。 

 なお、令和６年度の予算要求段階では大幅な財

源不足となりましたが、予算編成の過程において

国の地方財政対策が示されたことや基金の繰入れ
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など歳入の見直し、また歳出の削減に努め、収支

均衡となる予算編成となったものでございます。 

 次に、予算案の主な内容についてご説明申し上

げます。参考資料によりご説明申し上げたいと存

じますので、参考資料の３ページ、令和６年度歳

入歳出款別予算額調をお開き願います。 

 最初に、歳入についてご説明申し上げますので、

左側の歳入欄をご覧願います。予算書では11ペー

ジ、事項別明細書の歳入をご覧願います。１款町

税の予算額は17億3,528万円であり、前年度比

5,043万円、2.8％の減でございます。主な要因は、

国の定額減税に伴います個人住民税の減によるも

のでございます。 

 ２款地方譲与税の予算額は9,350万円で、前年度

比240万円、2.6％の増で、森林環境譲与税の増額

を見込んだものでございます。 

 ３款利子割交付金の予算額は100万円で、前年度

比50万円、33.3％の減を見込んだものでございま

す。 

 ４款配当割交付金の予算額は500万円で、前年度

比100万円、16.7％の減を見込んだものでございま

す。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金の予算額は400万

円で、前年度比50万円、11.1％の減を見込んだも

のでございます。 

 ６款法人事業税交付金の予算額は3,500万円で、

前年度比300万円、9.4％の増を見込んだものでご

ざいます。 

 ７款地方消費税交付金の予算額は４億6,000万

円で、前年度比2,000万円、4.2％の減を見込んだ

ものでございます。 

 ８款ゴルフ場利用税交付金の予算額は70万円

で、前年度と同額を見込んだものでございます。 

 ９款環境性能割交付金の予算額は800万円で、前

年度比100万円、14.3％の増を見込んだものでござ

います。 

 10款地方特例交付金の予算額は7,100万円で、前

年度比6,300万円、787.5％の増で、定額減税減収

補填特例交付金による増額でございます。 

 11款地方交付税の予算額は39億1,642万4,000円

であり、前年度比5,491万1,000円、1.4％の増でご

ざいます。令和５年度の普通交付税の確定額を参

考に、令和６年度の地方財政対策の算定を見込ん

で推計したものでございます。 

 12款交通安全対策特別交付金の予算額は200万

円で、前年度と同額を見込んだものでございます。 

 13款分担金及び負担金の予算額は５億5,751万

4,000円で、前年度比１億2,047万円、27.6％の増

で、し尿浄化槽汚泥受入れ施設建設事業負担金の

増額を見込んだものでございます。 

 14款使用料及び手数料の予算額は１億6,034万

7,000円で、前年度比445万2,000円、2.7％の減を

見込んだものでございます。 

 15款国庫支出金の予算額は11億3,459万1,000円

で、前年度比4,140万4,000円、3.8％の増でござい

ます。主な要因といたしましては、エネルギー構

造高度化・転換理解促進事業費補助金のほか、道

路橋梁費国庫補助金等の増によるものでございま

す。 

 16款道支出金の予算額は６億9,028万1,000円、

前年度比314万6,000円、0.5％の減でございます。

主な要因といたしましては、地域づくり総合交付

金、農業次世代人材投資事業補助金、知事、道議

会議員選挙費委託金等の減によるものでございま

す。 

 17款財産収入の予算額は510万4,000円で、前年

度比105万5,000円、26.1％の増でございます。主

な要因といたしましては、物品売払い収入等の増

によるものでございます。 

 18款寄附金、予算額は１万円で、前年度と同額

を見込んだものでございます。 

 19款繰入金の予算額は７億5,663万2,000円で、

前年度比１億2,500万5,000円、19.8％の増でござ

います。余市町ふるさと応援寄附金基金繰入金の
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増によるものでございます。 

 20款繰越金の予算額は100万円で、前年度と同額

を見込んだものでございます。 

 21款諸収入の予算額は１億3,503万9,000円で、

前年度比3,646万4,000円、21.3％の減で、主な要

因といたしましては救急業務支弁金、新型コロナ

ウイルスワクチン接種事業町村負担の減によるも

のでございます。 

 22款町債の予算額は７億2,757万8,000円で、前

年度比４億424万7,000円、125％の増でございま

す。主な要因といたしましては、緊急自然災害防

止対策事業債、脱炭素化推進事業債、過疎対策事

業債の増によるものでございます。なお、普通交

付税の振替分として臨時財政対策債が前年度と比

較して2,595万3,000円減の1,087万8,000円でござ

います。 

 以上が歳入予算の款別の主な状況でございま

す。 

 次に、歳出について各款ごとにご説明申し上げ

ます。同じページ、右側をご覧願います。予算書

では12ページの歳出をご覧願います。 

 １款議会費の予算額は１億2,388万7,000円で、

前年度と比較して1,244万2,000円、9.1％の減でご

ざいます。 

 ２款総務費の予算額は13億7,687万3,000円で、

前年度と比較して6,638万8,000円、4.6％の減でご

ざいます。主な要因といたしましては、食の都プ

ロジェクト推進事業費、路線価付設関係経費、町

議会議員選挙費などの減によるものでございま

す。 

 ３款民生費の予算額は23億1,866万5,000円で、

前年度と比較して4,354万2,000円、1.9％の増でご

ざいます。主な要因といたしましては、障害福祉

サービス費等給付費、放課後児童クラブ環境整備

事業などの増によるものでございます。 

 ４款衛生費の予算額は17億1,121万4,000円で、

前年度と比較して１億2,964万2,000円、8.2％の増

でございます。主な要因といたしましては、一般

廃棄物最終処分場施設整備事業、北しりべし廃棄

物処理広域連合負担金の増などによるものでござ

います。 

 ５款労働費、予算額は3,751万円で、前年度と比

較して140万2,000円、3.6％の減でございます。 

 ６款農林水産業費、予算額は２億3,304万

7,000円で、前年度と比較して869万1,000円、3.9％

の増でございます。主な要因といたしましては、

ガストロノミーツーリズム推進事業のほか、民有

林活性化事業などの増によるものでございます。 

 ７款商工費の予算額は３億4,284万8,000円で、

前年度と比較して１億3,061万7,000円、61.5％の

増でございます。主な要因といたしましては、道

の駅再編整備事業などの増によるものでございま

す。 

 ８款土木費の予算額は24億4,314万7,000円で、

前年度と比較して４億6,814万3,000円、23.7％の

増でございます。主な要因といたしましては、町

道のり面対策事業、町道外除排雪関係経費、ロー

タリー除雪車購入事業、除雪作業車等保管倉庫建

設事業、河川保全事業、下水道事業会計負担金な

どの増によるものでございます。 

 ９款消防費の予算額は４億9,880万2,000円で、

前年度と比較して2,010万3,000円、3.9％の減でご

ざいます。 

 10款教育費の予算額は７億3,314万7,000円で、

前年度と比較して2,227万7,000円、3.1％の増でご

ざいます。主な要因といたしましては、旧余市福

原漁場防災設備改修事業の減はございましたが、

学校給食費保護者負担軽減助成金、旧下ヨイチ運

上家保存活用計画策定事業などにより増となった

ものでございます。 

11款公債費の予算額は６億7,586万円で、前年度

と比較して257万7,000円、0.4％の減でございま

す。 

 12款予備費の予算額は500万円で、前年度と同額
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の計上でございます。 

 以上が歳出の款別の主な状況でございます。 

 次に、予算参考資料の中の経常収支に関する調

についてご説明申し上げます。参考資料の４ペー

ジ、５ページをお開き願います。令和６年度の歳

入における経常一般財源、４ページの表の右から

２列目、Ｅ―Ｆ欄の下段、歳入合計ａ欄につきま

しては58億8,137万7,000円、前年度と比較して額

で5,485万1,000円、率で0.9％の増となっており、

主に町税、地方消費税交付金の減はあるものの、

地方特例交付金、地方交付税の増が要因でござい

ます。一方、下のページの表の歳出における経常

一般財源、５ページの表の右から２列目、下から

５行目でございます56億1,979万7,000円であり、

前年度と比較して額で1,560万5,000円の減となっ

ております。 

 これにより本来普通交付税として経常一般財源

となるべき臨時財政対策債1,087万8,000円を経常

一般財源に加えた経常収支比率は、表の下、欄外

に記載してございます95.4％となり、前年度と比

較して0.7ポイント下降してございます。引き続き

決算に向けて自主財源である町税の確保ととも

に、経常一般財源充当経費の節減に努め、財政健

全化に取り組んでまいります。 

 次に、第２表、債務負担行為についてご説明申

し上げます。予算書の６ページをお開き願います。

下段でございます。本年度設定する債務負担行為

は２点ございます。１点目は、国が進めておりま

す地方公共団体の情報システム標準化、共通化に

伴います戸籍システム標準化共通化事業でござい

ます。期間は令和６年度から７年度まで、限度額

は1,005万4,000円以内とするものでございます。

２点目は、老朽化したじんかい収集車を更新する

もので、じんかい収集車購入事業でございます。

期間は令和６年度から７年度、限度額は2,270万円

以内とするものでございます。 

 次に、第３表、地方債についてご説明申し上げ

ます。予算書の７ページをご覧願います。本年度

の地方債につきましては14件で、限度額の合計は

７億2,757万8,000円でございます。内訳といたし

まして、道路ストック整備事業債720万円、各団地

環境整備事業債4,650万円、各公園環境整備事業債

1,530万円、教職員住宅解体事業債540万円、町道

整備事業債2,890万円、河川護岸補修事業債１億

3,600万円、町道のり面対策事業債１億1,000万円、

公共施設等脱炭素化事業債5,800万円、過疎対策事

業債ハード分といたしまして橋りょう補修整備事

業債3,500万円、除雪作業車等保管倉庫建設事業債

3,850万円、ロータリー除雪車購入事業債2,150万

円、北しりべし広域クリーンセンター施設整備事

業債１億4,340万円、過疎地域持続的発展特別事業

債ソフト分でございます7,100万円、臨時財政対策

債が1,087万8,000円でございます。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては、前年度と同様の設定といたしております。 

 以上、議案第１号 令和６年度余市町一般会計

予算につきまして概要をご説明申し上げましたの

で、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。  

〇議長（藤野博三君） ただいま一括議題の議案

６件の提案説明中でありますが、昼食休憩を含め

午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時２５分 

                              

再開 午後 １時００分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 午前中に引き続き一括議題となっております議

案第２号ないし議案第６号について提案理由の説

明を求めます。 

〇民生部長（篠原道憲君） 続きまして、一括上

程されました議案第２号 令和６年度余市町介護

保険特別会計予算につきまして、提案理由をご説

明申し上げます。 
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 介護保険制度につきましては、創設時からの各

種介護サービスが町民に着実に浸透いたしてお

り、さらには高齢化の進展等により今後も介護サ

ービスに対する需要は高く推移する傾向を示して

おります。 

 令和６年度余市町介護保険特別会計の予算編成

に当たりましては、令和６年度から令和８年度ま

でを計画期間とする第９期介護保険事業計画に基

づき、居宅サービス、施設サービス及び地域密着

型サービス等の保険給付サービスの必要量、さら

には地域支援事業において実施する介護予防・日

常生活支援総合事業及び包括的支援事業等の事業

量を推計することにより安定した介護保険事業運

営を図るとともに、被保険者が必要とする介護サ

ービスを確保することができるよう予算計上いた

したところであり、この結果当会計の予算総額は

前年度から 1,578万 5,000円減の 24億 6,980万

4,000円となったところでございます。本年度にお

きましても地域包括ケアシステムの深化、推進を

念頭に、高齢者の方々が可能な限り住み慣れた地

域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことができるよう十分な介護サービスの確

保、さらには医療、介護、介護予防、住まい及び

自立した日常生活のために必要な支援を講ずると

ともに、保険給付費の動向を十分に見極め、保険

料をはじめとする必要な財源の安定確保を図りな

がら、介護保険特別会計の円滑な運営に努めてま

いりたいと存じます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 令和６年度余市町介護保険特別会

計予算。 

 令和６年度余市町の介護保険特別会計の予算

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ24億6,980万4,000円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

 第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、３億円と

定める。 

 令和６年３月８日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 

 初めに、予算の総括についてご説明いたします

ので、予算書の５ページ、歳入歳出予算事項別明

細書をご覧願います。 

 令和６年度当初予算額は、歳入歳出合計それぞ

れ24億6,980万4,000円で、前年度と比較して

1,578万5,000円の減となっております。この内容

につきましては、款別の各項、各目別にご説明い

たしますので、予算書は次の６ページをお開き願

います。あわせまして、予算参考資料の２ページ、

２、歳入歳出予算総括表についてもご覧いただき

たいと存じます。 

 まず、歳入についてご説明いたします。１款保

険料、本年度予算額は４億286万5,000円で、前年

度と比較し893万2,000円の減となっております。 

 ２款使用料及び手数料、本年度予算額は２万円

で、前年度と同額の計上でございます。 

 ３款国庫支出金、本年度予算額は６億4,374万

3,000円で、前年度と比較し347万8,000円の増とな

っております。 

 内訳として、１項国庫負担金、本年度予算額は

４億1,134万7,000円で、前年度と比較し199万

3,000円の減となっております。 

 予算書は、次の７ページをご覧願います。２項

国庫補助金、本年度予算額は２億3,239万6,000円

で、前年度と比較し547万1,000円の増でございま

す。内容としましては、介護給付費に係る調整交

付金や介護予防・生活支援サービス事業、一般介

護予防事業、包括的支援事業、任意事業などの地

域支援事業費に係る交付金のほか、国が定める評

価指標に基づき交付される保険者機能強化推進交
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付金及び介護保険保険者努力支援交付金を計上い

たしたものでございます。 

 ４款支払基金交付金、本年度予算額は６億

4,438万円で、前年度と比較し502万1,000円の減と

なっております。内容としましては、介護給付費

及び地域支援事業費に係る交付金を計上いたした

ものでございます。 

 予算書は、次の８ページをお開き願います。５

款道支出金、本年度予算額は３億5,535万7,000円

で、前年度と比較し87万7,000円の減でございま

す。 

 内訳として、１項道負担金、本年度予算額は３

億3,490万1,000円で、前年度と比較し15万8,000円

の増でございます。 

 ２項道補助金、本年度予算額は2,035万6,000円

で、前年度と比較し103万5,000円の減でございま

す。 

 ３項道委託金、本年度予算額は10万円で、前年

度と同額の計上でございます。 

６款財産収入、本年度予算額は1,000円で、前年

度と同額の計上でございます。 

予算書は、次の９ページをご覧願います。７款

繰入金、本年度予算額は４億2,337万8,000円で、

前年度と比較し443万3,000円の減でございます。 

内訳として、１項一般会計繰入金、本年度予算

額は３億7,437万8,000円で、前年度と比較し

1,013万3,000円の減でございます。 

 ２項介護給付費準備基金繰入金、本年度予算額

は4,900万円で、前年度と比較し570万円の増でご

ざいます。 

 ８款繰越金、本年度予算額は１万円で、前年度

と同額の計上でございます。 

 予算書は、次の10ページをお開き願います。９

款諸収入、本年度予算額は５万円で、前年度と同

額の計上でございます。 

 内訳として、１項延滞金・加算金及び過料、本

年度予算額は１万円で、前年度と同額の計上でご

ざいます。 

 ２項預金利子、本年度予算額は１万円で、前年

度と同額の計上でございます。 

 ３項雑入、本年度予算額は３万円で、前年度と

同額の計上でございます。 

 続きまして、歳出についてご説明いたします。

予算書は、次の11ページをご覧願います。１款総

務費、本年度予算額は3,144万7,000円で、前年度

と比較し97万2,000円の減でございます。 

 内訳として、１項総務管理費は、一般事務経費

分の計上でございます。 

 ２項徴収費は、保険料の賦課徴収に伴う経費の

計上でございます。 

 予算書は、次の12ページをお開き願います。３

項介護認定審査会費は、要介護認定審査及び認定

調査に関わる諸経費の計上でございます。 

 予算書は、次の13ページをご覧願います。２款

保険給付費、本年度予算額は22億9,864万4,000円

で、前年度と比較し564万9,000円の減でございま

す。 

 内訳として、１項介護サービス等諸費は、居宅

介護サービス、施設介護サービス、地域密着型介

護サービス等給付費の計上でございます。 

 ２項介護予防サービス等諸費は、介護予防サー

ビス等給付費、地域密着型介護予防サービス等給

付費の計上でございます。 

 ３項その他諸費は、介護給付費に係る審査支払

手数料の計上でございます。 

 予算書は、次の14ページをお開き願います。４

項高額介護サービス等費は、高額介護サービス費

及び高額介護予防サービス費の計上でございま

す。 

 ５項高額医療合算介護サービス等費は、高額医

療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防

サービス費の計上でございます。 

 ６項市町村特別給付費は、居宅介護及び介護予

防に係る福祉用具貸与費並びに住宅改修費の計上
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でございます。 

 予算書は、次の15ページをご覧願います。７項

特定入所者介護サービス等費は、施設入所者等に

係る居住費、食費の補足給付費の計上でございま

す。 

 次に、３款地域支援事業費、本年度予算額は１

億 3,745万 7,000円で、前年度と比較し 991万

9,000円の減でございます。 

 内訳として、１項介護予防・生活支援サービス

事業費並びに２項一般介護予防事業費につきまし

ては、被保険者が要支援状態、要介護状態となる

ことへの予防を目的に介護予防・日常生活支援総

合事業として実施する各種事業に係る事業費の計

上でございます。 

 予算書は、次の16ページをお開き願います。３

項包括的支援事業・任意事業費は、被保険者が要

支援状態、要介護状態となった場合においても可

能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営

むことができるよう支援を講ずるためのサービス

の実施に係る事業費の計上でございます。 

 予算書は、次の17ページをご覧願います。４項

その他諸費は、介護予防・生活支援サービス事業

に係る審査支払手数料の計上でございます。 

 ４款諸支出金、本年度予算額は105万5,000円で、

前年度と比較し75万5,000円の増でございます。 

 内訳として、１項償還金及び還付加算金につき

ましては、第１号被保険者保険料に係る還付金の

計上でございます。 

 ２項繰出金は、国庫補助金である保険者機能強

化推進交付金の一部を財源とする一般会計への繰

出金の計上でございます。 

 予算書は、次の18ページをお開き願います。５

款基金積立金、本年度予算額は1,000円で、前年度

と同額の計上でございます。 

６款公債費、本年度予算額は20万円で、前年度

と同額の計上でございます。 

 ７款予備費、本年度予算額は100万円で、前年度

と同額の計上でございます。 

 以上、議案第２号 令和６年度余市町介護保険

特別会計予算につきましてその概要をご説明申し

上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜

りますようお願い申し上げます。 

 なお、予算参考資料にはただいまご説明いたし

ました歳入歳出予算総括表のほか、科目別予算額

伸長状況及び介護保険料賦課状況並びに保険給付

費算出表などを記載しておりますので、ご高覧を

賜りたいと思います。 

 続きまして、一括上程されました議案第３号  

令和６年度余市町国民健康保険特別会計予算につ

きまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 令和６年度余市町国民健康保険特別会計の予算

総額は、前年度から１億5,020万円減の25億

8,500万円を計上したところでございます。平成

30年度から始まりました新たな国民健康保険制度

においては、都道府県が市町村と共に国保の運営

を担い、安定的な財政運営や効率的な事業の確保

などに中心的な役割を担うこととなり、本町にお

きましても事務事業の効率化など都道府県単位化

によるスケールメリットを生かしながら医療費の

適正化や各種財源の確保など適切な事業運営と健

全な財政運営に努めるとともに、保険税水準の全

道統一化による被保険者間の負担の公平化に向け

た取組を進めてまいる所存でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 令和６年度余市町国民健康保険特

別会計予算。 

 令和６年度余市町の国民健康保険特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ25億8,500万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 
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 第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、10億円と

定める。 

 令和６年３月８日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 

 初めに、予算の総括についてご説明申し上げま

すので、予算書の５ページから６ページの歳入歳

出予算事項別明細書をご覧願います。 

 令和６年度の当初予算額は、歳入歳出それぞれ

25億8,500万円で、前年度当初予算と比較して１億

5,020万円の減となっております。 

 以下、各款別に主な項、目の内容について歳入

からご説明申し上げますので、予算書の７ページ

をお開き願います。あわせて、参考資料は２ペー

ジの２、歳入歳出予算総括表の上段についてもご

覧いただきたいと思います。 

 １款国民健康保険税の予算額は３億7,954万

1,000円で、前年度と比較して2,799万4,000円の減

となっております。 

２款一部負担金の予算額は2,000円で、前年度と

同額を計上しております。 

次に、予算書の８ページをお開き願います。３

款使用料及び手数料の予算額は40万円で、前年度

と同額を計上しております。 

４款道支出金の予算額は20億380万5,000円で、

前年度と比較して１億1,932万8,000円の減となっ

ております。 

 ５款繰入金の予算額は１億9,975万7,000円で、

前年度と比較して380万3,000円の減となってお

り、財政安定化支援分、出産育児一時金、事務費

のほか、保険基盤安定繰入金、低所得者及び未就

学児の保険税軽減分、産前産後減額措置に対して

の一般会計からの繰入金でございます。 

 ６款繰越金の予算額は100万円を計上しており

ます。 

予算書の９ページをご覧願います。７款諸収入

の予算額は49万5,000円で、前年度と同額を計上し

ております。 

 国庫支出金につきましては、令和６年度中の収

入が見込まれないため、廃款といたしたところで

ございます。 

 次に、歳出をご説明申し上げますので、予算書

は10ページから11ページ、参考資料は同じく２ペ

ージの下段についてもご覧いただきたいと存じま

す。１款総務費の予算額は2,466万1,000円で、前

年度と比較して55万6,000円の増でございます。 

 予算書の12ページをお開き願います。２款保険

給付費の予算額は19億5,728万9,000円で、前年度

と比較して１億2,396万4,000円の減でございま

す。 

 ３款国民健康保険事業費納付金の予算額は５億

7,500万3,000円で、前年度と比較して2,719万

1,000円の減でございます。 

予算書の13ページをご覧願います。４款保健事

業費の予算額は2,354万7,000円で、前年度と比較

して40万円の増でございます。 

 ５款公債費の予算額は100万円で、前年度と同額

を計上しております。 

 予算書の14ページをお開き願います。６款諸支

出金の予算額は250万円で、前年度と同額を計上し

ております。 

 ７款予備費の予算額は100万円で、前年度と同額

を計上しております。 

 共同事業拠出金につきましては、令和６年度の

拠出が発生しないため、廃款といたしたところで

ございます。 

 以上、議案第３号 令和６年度余市町国民健康

保険特別会計予算につきましてその概要をご説明

申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、予算参考資料にはただいまご説明いたし

ました歳入歳出予算総括表のほか、保険税課税状

況並びに各予算の算出基礎などを記載しておりま

すので、ご高覧を賜りたいと存じます。 
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 続きまして、一括上程されました議案第４号  

令和６年度余市町後期高齢者医療特別会計予算に

つきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 令和６年度余市町後期高齢者医療特別会計の予

算総額は、前年度から2,280万円増の３億7,880万

円を計上したところでございます。75歳以上の高

齢者の方々が加入する医療保険制度として都道府

県単位の広域連合組織により運営され、構成町村

として義務づけされております保険料の徴収な

ど、必要な予算計上を行ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 令和６年度余市町後期高齢者医療

特別会計予算。 

 令和６年度余市町の後期高齢者医療特別会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ３億7,880万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 令和６年３月８日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 

 初めに、予算の総括についてご説明申し上げま

すので、予算書の５ページから６ページの歳入歳

出予算事項別明細書をご覧願います。 

 令和６年度の当初予算額は、歳入歳出それぞれ

３億7,880万円で、前年度当初予算と比較して

2,280万円の増となっております。 

 以下、各款別に主な項、目の内容について歳入

からご説明申し上げます。予算書の７ページをご

覧願います。あわせまして、参考資料は１ページ

の１、歳入歳出予算総括表についてもご覧いただ

きたいと存じます。 

 １款後期高齢者医療保険料の予算額は２億

6,476万9,000円で、前年度と比較して1,943万

9,000円の増となっております。 

 ２款使用料及び手数料の予算額は２万円で、前

年度と同額を計上しております。 

 ３款国庫支出金の予算額は76万2,000円で、前年

度と比較して76万2,000円の増となっております。

これにつきましては、令和６年度保険証交付時に

個人番号４桁のお知らせを行うこととされたた

め、所要の経費に係る補助金について計上したも

のでございます。 

 ４款繰入金の予算額は１億1,263万8,000円で、

前年度と比較して259万9,000円の増でございま

す。内容につきましては、本特別会計の一般管理

費など事務費に関わる繰入れと広域連合が担う医

療費等給付事務費に関わる繰入れ、さらに低所得

者等に対する保険料軽減分の道負担分４分の３と

町負担分４分の１を合わせて保険基盤安定繰入金

として計上しております。 

 予算書の８ページをお開き願います。５款繰越

金の予算額は1,000円で、前年度と同額を計上して

おります。 

 ６款諸収入の予算額は61万円で、前年度と同額

を計上しております。 

 次に、歳出をご説明申し上げますので、予算書

は９ページから10ページ、参考資料は同じ１ペー

ジ下段もご覧いただきたいと存じます。１款総務

費の予算額は348万1,000円で、前年度と比較して

86万6,000円の増でございます。 

 内訳として、１項総務管理費の予算額は171万

5,000円で、前年度と比較して78万7,000円の増で

ございます。 

 ２項徴収費の予算額は176万6,000円で、前年度

と比較して７万9,000円の増でございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金の予算額は

３億7,470万9,000円で、前年度と比較して2,193万

4,000円の増となっております。内容につきまして

は、広域連合が担う医療費等給付事務費に関わる

負担金、保険料と保険料軽減分の保険基盤安定繰

入金とを合算し、保険料等負担金として計上した

ものでございます。 



 

－91－ 

  

 予算書の10ページをお開き願います。３款諸支

出金の予算額は60万円で、前年度と同額を計上し

ております。 

 ４款予備費の予算額は１万円で、前年度と同額

を計上しております。 

 以上、議案第４号 令和６年度余市町後期高齢

者医療特別会計予算につきましてその概要をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、予算参考資料にはただいまご説明いたし

ました歳入歳出予算総括表のほか、保険料賦課状

況、被保険者の状況、医療費等の自己負担につい

て記載してございますので、ご高覧を賜りたいと

存じます。 

〇建設水道部長（千葉雅樹君） 引き続きまして、

一括上程されました議案第５号 令和６年度余市

町水道事業会計予算につきまして、提案理由をご

説明申し上げます。 

 予算の概要につきまして、収益的収入及び支出

のうち、収入につきましては水道料金は有収水量

が減少傾向にあり、令和５年度第４回定例会でご

決定賜りました改正後の給水条例に基づき積算し

た結果、前年度と比較し増額の計上となっており

ます。営業外収益につきましては、預金利息は超

低金利であることから、前年同額を計上し、その

他の目につきましては基準に基づき計上しており

ます。営業費用につきましては、前年度と比較し、

物価高騰等の影響により増額計上となっておりま

す。予算総額は水道収益は７億475万6,000円とな

り、前年度と比較し757万8,000円の増となってお

ります。水道事業費用は７億3,151万6,000円とな

り、前年度と比較し1,532万6,000円の増となって

おり、単年度収支は消費税及び地方消費税を除く

見込みとしては6,584万6,000円の純損失が見込ま

れるところでございます。 

 令和６年度末の資金期末残高につきましては１

億2,198万1,000円を見込んでおります。 

資本勘定につきましては、資本的収支におきま

して旧簡易水道に関わる企業債償還に対する一般

会計からの出資金、工事負担金、企業債を計上し、

資本的支出につきましては建設改良費、企業債償

還金を計上しております。主な建設事業といたし

ましては、令和８年度までの債務負担行為を設定

しております中央監視設備更新について継続して

実施するほか、水道台帳システム整備を継続して

実施してまいります。また、重要管路の耐震化事

業につきましては、国の令和５年の補正予算で前

倒しで補助金が措置されたため、令和６年度予算

には計上はしておりません。資本勘定におきます

収支不足額につきましては、損益勘定留保資金で

補填するものでございます。 

令和６年度予算の執行に当たりまして、水道の

基本責務であります安全、安心な水の安定供給を

図るため創意工夫を重ねながら最大限の企業努力

を図ってまいりたいと考えております。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第５号 令和６年度余市町水道事業会計予

算。 

 （総則） 

 第１条 令和６年度余市町水道事業会計の予算

は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

 第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給水戸数8,496戸。 

 （２）年間総配水量207万8,294立方メートル。 

 （３）１日平均配水量5,694立方メートル。 

 （４）主要な建設改良事業。 

 （ア）配水管整備事業１億7,711万1,000円につ

きましては、老朽配水管の布設替え工事でござい

ます。 

 （イ）量水器設置事業2,354万7,000円につきま

しては、計量法に基づく量水器の更新と新設用の

量水器に要する経費でございます。 

 （ウ）水道施設整備事業750万円につきましては、
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前年度に引き続き実施する水道台帳システムの整

備に要する経費でございます。 

 （エ）浄水施設整備事業１億2,574万9,000円に

つきましては、中央監視設備更新工事及び豊丘浄

水場事業でございます。 

 （オ）車両購入85万円につきましては、普通貨

物自動車の購入でございます。 

 （収益的収入及び支出） 

 第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の

とおりと定める。 

 収入、第１款水道事業収益７億475万6,000円、

第１項営業収益５億7,918万円につきましては、給

水収益５億5,603万円、その他営業収益2,315万円

でございます。 

 第２項営業外収益１億2,557万6,000円につきま

しては、受取利息１万円、一般会計からの補助金

4,747万9,000円、長期前受金戻入6,743万7,000円、

引当金戻入586万6,000円、消費税及び地方消費税

還付額468万4,000円、雑収益10万円でございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 支出、第１款水道事業費用７億3,151万6,000円、

第１項営業費用６億4,710万円につきましては、原

水及び浄水費１億8,447万2,000円、配水及び給水

費6,520万2,000円、総係費7,306万5,000円、減価

償却費３億2,433万6,000円、資産減耗費２万

5,000円でございます。 

 第２項営業外費用8,331万6,000円につきまして

は、支払利息8,321万6,000円、雑支出10万円でご

ざいます。 

 第３項特別損失100万円につきましては、過年度

損益修正損でございます。 

 第４項予備費10万円。 

 （資本的収入及び支出） 

 第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の

とおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額３億1,027万5,000円は、過年度分

損益勘定留保資金１億9,082万1,000円、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,575万

円及び当年度分損益勘定留保資金9,370万4,000円

で補てんするものとする。）。 

 収入、第１款資本的収入３億1,849万4,000円、

第１項出資金1,569万4,000円につきましては、旧

簡易水道に係る企業債の元金償還に対する一般会

計からの出資金でございます。 

 第２項工事負担金120万円につきましては、消火

栓に係る工事の負担金でございます。 

 第３項企業債３億160万円につきましては、水道

事業債でございます。内訳につきましては、第５

条でご説明申し上げます。 

 支出、第１款資本的支出６億2,876万9,000円、

第１項建設改良費３億4,306万円につきましては、

営業設備費2,439万7,000円、配水設備改良費１億

8,541万4,000円、水道施設整備費750万円、原水設

備改良費１億2,574万円でございます。 

 第２項企業債償還金２億8,570万9,000円につき

ましては、財務省財政融資資金ほか、企業債元金

償還額でございます。 

 （企業債） 

 第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 起債の目的、配水管整備事業、限度額１億

5,840万円、起債の目的、過疎対策事業債、限度額

1,750万円、起債の目的、浄水施設整備事業、限度

額１億2,570万円、起債の方法、普通貸借又は証券

発行、利率、5.0％以内（ただし、利率見直し方式

で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構

資金について、利率の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率）、償還の方法、償還期

限、据置期間を含め40年以内とし借入先が定める

償還方法による。ただし、財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮若しくは繰上償還又は低

利に借換することができる。その他、起債の借入

については、借入先の融資条件による。 

 （一時借入金） 
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 第６条 一時借入金の限度額は、４億円と定め

る。 

 （議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費） 

 第７条 次に掲げる経費については、その経費

の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費１億1,447万5,000円。 

 （２）交際費１万円。 

 （他会計からの補助金） 

 第８条 水道事業助成のため一般会計からこの

会計へ補助を受ける金額は、4,747万9,000円であ

る。 

 （たな卸資産購入限度額） 

 第９条 たな卸資産の購入限度額は、3,500万円

と定める。 

 令和６年３月８日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 

 以上、議案第５号 令和６年度余市町水道事業

会計予算につきましてその概要をご説明申し上げ

ましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。 

 引き続きまして、一括上程されました議案第６

号 令和６年度余市町下水道事業会計予算につき

まして、提案理由をご説明申し上げます。 

 令和６年度予算につきましては、下水道事業が

令和６年度より公営企業会計を導入することか

ら、地方公営企業法等の関係法令に基づき調製を

いたしております。したがいまして、予算書中前

年度と比較する事項の前年度欄は空欄としており

ます。 

 予算の概要についてご説明申し上げます。収益

的収入及び支出のうち、収入につきましては下水

道使用料は有収水量が減少傾向にあること、さら

には令和５年第４回定例会でご決定賜りました改

正後の下水道使用料に基づき積算し、前年度と比

較し微減の計上となっております。また、一般会

計繰入金につきまして、特別会計予算では総額を

もって計上しておりましたが、公営企業会計では

その性質に対応する科目に割り振りすることか

ら、営業収益におきましては雨水処理負担金を計

上しております。営業外収益につきましては、資

本費等に対応する一般会計補助金の計上、長期前

受金の収益化をする長期前受金戻入を計上し、消

費税及び地方消費税につきましては今年度の資本

的支出が多額な課税仕入れがあることから、還付

になる見込みであり、消費税及び地方消費税還付

金を計上いたしております。特別利益につきまし

ては、法適用前の令和５年度下水道特別会計に係

る消費税及び地方消費税の確定申告に伴う還付見

込み金額を計上いたしております。営業費用につ

きましては、施設単位の目を設置するほか、令和

６年度末日をもって資産の再評価を行い、これに

基づき減価償却費を計上いたしております。消費

税及び地方消費税を除く見込みとしては、下水道

事業収益７億5,859万5,000円に対し、下水道事業

費用は８億292万5,000円であり、約4,433万円の純

損失が見込まれるところでございます。 

 令和６年度末の資金期末残高につきましては、

4,781万1,000円を見込んでおります。 

 資本勘定につきましては、資本的収入におきま

して下水道事業債特別措置分に係る企業債償還金

に対する一般会計からの補助金のほか、国庫補助

金、負担金、基金繰入金、企業債の計上を行い、

資本的支出につきましては建設改良費、企業債償

還金の計上を図っております。資本勘定におきま

す収支不足額につきましては、損益勘定留保資金

で補填するものでございます。 

令和６年度の予算の執行に当たりまして、下水

道の基本責務でございます都市の健全な発展、発

達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共水域

の水質の保全に資するために創意工夫を重ねなが

ら最大限の努力を図ってまいりたいと考えており
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ます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第６号 令和６年度余市町下水道事業会計

予算。 

 （総則） 

 第１条 令和６年度余市町下水道事業会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

 第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）処理戸数6,172戸。 

 （２）年間有収水量118万700立方メートル。 

 （３）１日平均有収水量3,235立方メートル。 

 （４）主要な建設改良事業。 

 （ア）公共下水道管渠整備事業5,259万7,000円

につきましては、雨水管布設工事、公共ます設置

工事及び内水浸水想定区域図作成業務でございま

す。 

 （イ）公共下水道処理場整備事業１億850万円に

つきましては、本年度を初年度として令和７年度

までの債務負担行為を設定し、２か年をもって実

施する公共下水道処理場の汚泥脱水機設備更新工

事、さらには用水設備、暖房設備の更新工事でご

ざいます。 

 （ウ）公共下水道し尿等受入施設整備事業15億

8,180万円につきましては、本年度を最終年とする

北後志５か町村の広域化、共同化事業として実施

するし尿等受入れ施設の建設工事でございます。 

 （収益的収入及び支出） 

 第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の

とおりと定める。なお、営業費用中総係費委託料

3,112万7,000円の財源にあてるため、企業債510万

円を借り入れる。 

 収入、第１款下水道事業収益８億522万9,000円、

第１項営業収益２億8,231万2,000円につきまして

は、下水道使用料２億6,691万9,000円、負担金

1,526万7,000円、その他営業収益12万6,000円でご

ざいます。 

 第２項営業外収益５億1,707万3,000円につきま

しては、受取利息1,000円、一般会計からの補助金

２億 8,565万円、長期前受金戻入２億 903万

9,000円、消費税及び地方消費税還付額2,236万

8,000円、雑収益１万5,000円でございます。 

 第３項特別利益584万4,000円につきましては、

令和５年度消費税及び地方消費税の確定申告に伴

う還付見込みの計上でございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 支出、第１款下水道事業費用８億2,185万

7,000円、第１項営業費用７億4,262万5,000円につ

きましては、管渠費2,478万7,000円、ポンプ場費

3,537万2,000円、処理場費１億4,747万5,000円、

総係費6,021万2,000円、減価償却費４億7,477万

9,000円でございます。 

 第２項営業外費用7,173万5,000円につきまして

は、支払利息7,172万5,000円、雑支出１万円でご

ざいます。 

 第３項特別損失739万7,000円につきましては、

法適用前の令和５年度消費税及び地方消費税の中

間納付法の一部適用に伴う賞与引当金相当額と令

和６年度中の不納欠損に関わる費用計上でござい

ます。 

 第４項予備費10万円。 

 （資本的収入及び支出） 

 第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の

とおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額１億8,235万9,000円は、引継金

1,544万7,000円、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額533万7,000円及び当年度分損益

勘定留保資金１億6,157万5,000円で補てんするも

のとする。）。 

 収入、第１款資本的収入21億5,916万3,000円、

第１項他会計補助金5,078万8,000円につきまして

は、下水道事業債特別措置分償還金に対する一般

会計からの補助でございます。 

 第２項国道補助金８億8,145万円につきまして
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は、公共下水道処理場整備事業並びに公共下水道

し尿等受入れ施設整備事業に関わる国庫補助金で

ございます。 

 第３項負担金５億3,375万2,000円につきまして

は、受益者負担金と公共下水道し尿等受入れ施設

整備事業に係る負担金でございます。 

 第４項基金繰入金7,607万3,000円につきまして

は、令和６年３月31日をもって公共下水道積立金

を廃止するところでございますが、同日が閉庁日

に当たり、４月１日に処理することになるため、

令和６年度予算の収入科目として計上を図るもの

でございます。 

 第５項企業債６億1,710万円につきましては、下

水道事業債でございます。内容につきましては、

第６条でご説明申し上げます。 

 支出、第１款資本的支出23億4,152万2,000円、

第１項建設改良費17億4,289万7,000円につきまし

ては、管渠建設改良費5,259万7,000円、処理場建

設改良費１億850万円、広域化共同事業費15億

8,180万円でございます。 

 第２項企業債償還金５億9,862万5,000円につき

ましては、地方公共団体金融機構のほか、企業債

元金償還額でございます。 

 （特例的収入及び支出） 

 第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４

項の規定により、当年度に属する債権及び債務と

して整理する未収金及び未払金の金額は、それぞ

れ3,612万6,000円及び５億8,391万3,000円である

につきましては、令和６年４月１日をもって公営

企業会計に移行する余市町公共下水道と特別会計

が令和６年３月31日をもって打切り決算となるこ

とから、令和５年度末の未収金及び未払い金見込

みの処理に必要となる予算措置を行うものでござ

います。 

 （債務負担行為） 

 第５条 債務負担行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 事項、公共下水道処理場整備事業、期間、令和

６年度から令和７年度まで、限度額７億2,000万円

以内につきまして、耐用年数を迎えようとしてい

ます公共下水道処理場の汚泥脱水機設備が正常設

置までに２か年の期間を有することから、債務負

担行為を設定するものでございます。 

 （企業債） 

 第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 起債の目的、公共下水道事業債、限度額６億

2,220万円、起債の方法、普通貸借又は証券発行、

利率、5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り

入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金に

ついて、利率の見直しを行った後においては、当

該見直し後の利率）、償還の方法、償還期限、据

置期間を含め40年以内とし借入先が定める償還方

法による。ただし、財政の都合により据置期間及

び償還期限を短縮若しくは繰上償還又は低利に借

換することができる。その他、起債の借入につい

ては、借入先の融資条件による。 

 （一時借入金） 

 第７条 一時借入金の限度額は、15億円と定め

る。 

 （議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費） 

 第８条 次に掲げる経費については、その経費

の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費5,551万5,000円。 

 ４ページをお開き願います。 

 （他会計からの補助金） 

 第９条 下水道事業助成のため一般会計からこ

の会計へ補助を受ける金額は、３億3,643万

8,000円である。 

 令和６年３月８日提出、北海道余市郡余市町長、

齊藤啓輔。 
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 以上、議案第６号 令和６年度余市町下水道事

業会計予算につきましてその概要をご説明申し上

げましたので、ご審議の上、ご決定賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

                              

〇議長（藤野博三君） お諮りいたします。 

 会議規則第９条第２項の規定に基づき、13日は

休会といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、13日は休会とすることに決しました。 

                              

〇議長（藤野博三君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、14日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 １時４７分 
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